
＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

都道府県等における以下の取組を支援します（上限1,000万円/県）
１．求人状況の調査、就農希望者の募集
・農業法人等の求人状況の調査
・就農希望者の募集のための周知活動（チラシ、イベント等）
２．農業法人等と就農希望者のマッチング
・トライアル雇用契約の締結
３．トライアル雇用就農期間中のフォローアップ
・就労状況の確認や正規雇用への移行に向けた助言
・他の経営体、産地での就農継続の斡旋
４．トライアル雇用の実施に係る経費支援
・農業法人等に対して、雇用の実施に係る初期経費相当を支援
（就農希望者１人当り２万円／月以内、最大３か月）
５．その他
・雇用環境の実態調査
・雇用環境の改善のための研修会の開催、等

［お問い合わせ先］経営局就農・女性課（03-6744-2160）

＜対策のポイント＞
〇 正規雇用への移行を前提としたトライアル雇用就農（３か月程度の有期雇用）を推進し、
① 就農に関心がある求職者が、農業界にチャレンジしやすくする
② 農業経営体が、正規雇用の拡大に向けて必要な環境を整えることを促す
〇 トライアル雇用就農の実施期間中に、当該経営体で正規雇用への移行を希望しないケースが発生した場合は別の経営体・産地での就農を促し、
 農業界への定着を図る。

＜事業の流れ＞
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定額定額 ※１ 事業内容として、職業紹介事業に該当する取組が含まれるため、職業紹介事業の許可を受けた
機関と協力し、職業安定法等の関係法令を遵守の上、事業を実施すること。

※２ 必要に応じて、他の経営体へ紹介することも可能。

【令和７年度予算額 3,038百万円の内数】
雇用就農資金のうち
トライアル雇用就農促進事業

＜農業法人等＞ ＜就農希望者＞

②マッチング
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※１

①就農希望①受入希望

③フォローアップ
（法人における
  労務管理や
研修実施状況）

④初期経費に
対する支援

③フォローアップ
（正規雇用への
意向確認）※２
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